
本路線は、舞鶴市と宮津市を結ぶ生活道路として、異常気象時通行規制区間である国道１７
８号（宮津市由良～栗田）の迂回ルートとして位置づけられていることから、防災上重要な路
線です。しかし、宮津市皆原～惣地区については、幅員狭小な道路であることから車両の通行
に支障をきたしてます。

このため、バイパス道路を整備することにより、車両や歩行者の安全性･走行性を向上させ
るとともに、異常気象時の国道１７８号の迂回路の拡充を行うものです。

令和５年度は、令和４年度に引き続き、道路築造工事を実施します。

◎事業効果

○バイパス道路の整備により、車両及び歩行者が安全に通行できます。

○異常気象時における国道１７８号（由良～栗田）の迂回路機能が向上します。

全体計画 Ｒ４までの実績 Ｒ５計画

事業期間：H30～R5

事業延長：約0.7km

幅 員：5.5（7.0）m

総事業費：258百万円

事業概要：測量・設計

用地物件補償

道路築造工事

事業費 ：2５6百万円

事業概要：道路築造工事

事 業 費 ：１．６百万円

◎事業概要

⑯ 主要地方道 舞鶴宮津線 防災・安全交付金事業
（宮津市皆原～惣地内）
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